
令和２年 第８回

仙北市農業委員会総会議事録

令和２年７月３日 (金 )開 催

仙 北 市 農 業 委 員 会

令和２年 第８回仙北市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和２年７月３日（金）午前９時～

２．開催場所 仙北市西木総合開発センター「集会室」

３．出席農業委員 (１ ６人 )

１ 番 佐 藤 孝 典 ２番 佐 藤 和

３番 青 柳 良 信 ４番 荒木田 浩 生

５番 門 脇 博 美 ６番 小 玉 均

７番 佐 藤 一 也 ８番 齋 藤 瑠璃子

９番 千 葉 智 永 １０番 髙 橋 政 敏

１１番 小田嶋 比左子 １２番 鈴 木 八寿男

１３番 大 石 知 １４番 草 彅 良 孝

１５番 眞 崎 純 孝 １６番 藤 村 紀 章

４．欠席委員 （１名）

１７番 藤 村 隆 清

５．議事日程

第 １ 開 会宣言

第 ２ 会 長挨拶

第 ３ 議 事録署 名員並び に会議 書記の 指名

第４ 会務諸 報告

第５

１．報 告

（１） 農地法 第３条 の３第 １項（相続等に よる取得）の規定による届出につ



いて

２．議 事

（１）議案第２５号

農地法第３条の規定による許可申請に対する可否決定について

（２）議案第２６号

農地法第５条の規定による許可申請に対する可否決定について

（３）議案第２７号

農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積 計 画 に 対 す る 意 見 決 定

について

（４）その他

１．協議事項

２．連絡事項

第６ 閉 会

６．事務局職員

局 長 嶋 村 寅 年 子 局長補佐 樫 尾 健

主 事 伊 藤 大 地

７．書 記

主 事 伊 藤 大 地

８．議事録署名員

３番 青 柳 良 信 ４番 荒木田 浩 生

９．会議の概要

10番 髙 橋 会長 が急用 で欠席とな っておりますので、本日は職務 代理として議長を

10番 髙 橋 務めさせて頂きます。慎重なる審議をお願い致します。

議 長 委員全 員がお 集まり になりましたの で、これより第８回仙北市農業委員

会総会を開催致します。

本日の 出席委 員は１ ６名、欠席委員 １名です。よって本総会は定足数に

達しております。これより本日の会議を開きます。（９時１分）

議 長 議事録 署名員 並びに 会議書記の指名 をこちらからしてよろしいでしょう

か。

『異議なし』の声

議 長 それで は議事 録署名 員に３番青柳委 員、４番荒木田委員両名を指名しま

す。会議書記には伊藤主事を指名します。

議 長 本日の 会議の 日程に つきましては、 お手元に配布している議事日程に従

い進行いたします。ご異議ございませんか。

『異議なし』の声

議 長 異議なしと認めます。それでは日程４、会務諸報告をお願いします。

嶋村局長 《会務諸報告の朗読及び説明》（９時３分）

議 長 ありがとうございました。それでは日程５、報告に入りたいと思います。

事務局よりお願いします。

嶋村局 長 《日程 ５ 報 告（１ ）農地法第３条 の３第１項の規定（相続等）による

届出について》

議 長 それで は議事 に入り ます。議案第２ ５号農地法第３条の規定による許可

申請についてを上程します。説明を求めます。

樫尾補 佐 それで は議案 第２５ 号農地法第３条 の規定による許可申請について内容

を 説明致 します 。今回 の議案につきま しては、所有権移転が４件、使用収



樫尾補佐 益権が１件、新規賃貸借が１件、合計６件となります。

整 理番号 １番、農 地の所 在は田沢湖〇〇地区、登記簿 現況共に田・畑、

田〇 〇筆、 畑〇〇筆 、合計 面積〇〇㎡となります。３条 所有権移転の案件

となります。譲渡人は田沢湖〇〇地区の農事組合法人 〇〇 清算人 〇〇、

譲受 人は同 じく〇〇 地区の 〇〇さんです。利用目的は田 、申請事由は農事

組合 法人の 解散に伴 う財産 処分、財産処分農地の購入と なります。売買価

格に つきま しては、 １０ア ール当たり〇〇円、総額〇〇 円となります。こ

ちら の価格 につきま しては 双方の話し合いにより評価額 での売買となりま

す。

整 理番号 ２番、農 地の所 在は西木町〇〇地区、登記簿 現況共に田、田〇

〇筆 、面積 〇〇㎡と なりま す。３条所有権移転の案件と なります。譲渡人

は西 木町〇 〇地区の 〇〇さ ん、譲受人は同じく〇〇地区 の〇〇さんです。

申請 事由は 相手方の 要望、 経営規模の拡大となります。 売買価格につきま

しては１０アール当たり〇〇円、総額〇〇円となります。

整 理番号 ３番、農 地の所 在は西木町〇〇地区、登記簿 現況共に田、田〇

〇筆 、合計 面積〇〇 ㎡とな ります。３条所有権移転の案 件となります。譲

渡人 は西木 町〇〇地 区の〇 〇さん、譲受人は西木町〇〇 地区の〇〇さんで

す。 申請事 由は相手 方の要 望、経営規模の拡大となりま す。売買価格につ

きましては〇〇円、総額〇〇円なります。

整 理番号 ４番、農 地の所 在は西木町〇〇地区、登記簿 現況共に畑、畑〇

〇筆 、面積 〇〇㎡と なりま す。３条所有権移転の案件と なります。譲渡人

は西 木町〇 〇地区の 〇〇さ ん、譲受人は同じく〇〇地区 の〇〇さんです。

申請 事由は 相手方の 要望、 経営規模の拡大となります。 売買価格につきま

しては、１０アール当たり〇〇円、総額〇〇円となります。

樫尾補 佐 整理番 号５番 、農地 の所在は田沢湖 〇〇地区、登記簿現況共に田、田〇

〇 筆、合 計面積 〇〇㎡ となります。３ 条使用収益権の案件となります。貸

付 人は公 益社団 法人秋 田県農業公社、 借受人は田沢湖〇〇地区の〇〇さん

で す。申 請事由 につき ましては、前回 総会において、〇〇件の基盤強化促

進 法によ る公社 への売 り渡し案件によ り、売り渡された農地について、公

社 農地売 買等事 業分割 型において〇〇 年間の使用収益権の設定となりま

す。

整理番 号６番 、農地 の所在は西木町 〇〇地区、登記簿現況共に田、田〇

〇 筆、合 計面積 〇〇㎡ となります。新 規の３条賃貸借案件となります。賃

貸 人は〇 〇県〇 〇市在 住の〇〇さん、 賃借人は西木町〇〇地区の〇〇さん

で す。申 請事由 につき ましては、相手 方の要望、経営規模の拡大となりま

す 。期間 は〇〇 年間、 １０アール当た り〇〇円、年額〇〇円となります。

説明は以上になります。

議 長 説明が 終わり ました 。現地確認報告 をお願いします。整理番号１番につ

いては、１５番眞崎委員よりお願いします。

15番 眞 崎 《３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 整理番 号２番 、３番 につきましては 、８番齋藤委員よりお願いします。

８番齋藤 《３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 整理番号４番につきましては、１１番小田嶋委員よりお願いします。

11番 小 田嶋 《３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 整理番号５番につきましては、１３番大石委員よりお願いします。

13番 大 石 《３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 整理番号６番につきましては、５番門脇委員よりお願いします。

５番門脇 《３条調書に基づき現地確認報告》



議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

「無し」の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第２５号農地法第３条の規定 による許可申請に

ついて、許可することにご異議ございませんか。

「異議無し」の声あり

議 長 異 議無し と認めま す。議 案第２５号農地法第３条の規 定による許可申請

について許可することに決定します。（９時１４分）

議 長 次 に議案 第２６号 農地法 第５条の規定による許可申請 についてを上程し

ます。事務局より説明をお願いします。

樫尾 補佐 議 案第２ ６号の説 明の前 に資料をご覧ください。前回 総会において農地

法第 ５条一 時転用案 件につ きまして、委員の皆様からお 話のありました事

業主 より誓 約書の提 出がな されております。事業主につ きましては、誓約

書の とおり 不測の事 態が起 きた場合は責任を持ち、誠意 をもって対応する

旨を制約しておりますので、よろしくお願い致します。

また 、議 案第２ ６号に つきま して、追 加資料 をお手元 に置か せてい ただ

いて おりま す。内容 につき ましては、同意書でございま す。本案件の現地

確認 の段階 で担当委 員より 現地の水利組合からの同意が 必要ではないかと

の指 摘があ り、その 後、調 べましたところ〇〇水利組合 が申請地南側の水

路を管理していることがわかったことから、同意書を提出して頂きました。

また 申請地 の現地写 真を添 付しておりますのでご確認を お願い致します。

そ れでは 内容の説 明に入 ります。整理番号１番、農地 の所在は角館町〇

〇地 区、登 記簿現況 共に田 、田〇〇筆、面積〇〇㎡とな ります。５条所有

権移 転の案 件となり ます。 譲渡人は角館町〇〇地区の〇 〇さん、譲受人は

樫尾補 佐 田 沢湖〇 〇地区 の有限 会社〇〇となり ます。転用目的は資材置場、転用理

由 につき まして は、現 在田沢湖〇〇地 区にある建築資材置場が手狭である

こ とから 、申請 地を造 成し、資材置場 として利用するとのことです。備考

欄 に記載 してお ります が、申請地につ きましては都市計画区域内用途地域

と なって おりま す。資 料をご覧くださ い。申請地北側と南側に地目原野が

あ り、そ の２筆 につい ても一緒に利用 をするとのことです。北側原野につ

き まして は〇〇 ㎡、南 側原野は〇〇㎡ 、申請地を含めますと〇〇㎡となり

ま す。ま た現地 確認の 際に指摘のあり ました近隣にある小学校の通学路で

も あり、 安全対 策面に つきましても、 防護ネットなどで立ち入ることがで

き ないよ うに措 置をす るとのことです 。事務局としましては、申請地の農

地 区分は 都市計 画法第 ８条第１項第１ 号に規定する用途地域が定められた

農 地であ ること から、 第３種農地と判 断しております。第３種農地につき

ま しては 許可基 準上、 原則許可となっ ており、事務局では許可は妥当と判

断しております。説明は以上となります。

議 長 説明が終わりました。現地確認報告をお願いします。

12番 鈴 木 《現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

「無し」の声あり

議 長 無いよ うです ので、 議案第２６号農 地法第５条の規定による許可申請に

ついては、許可することにご異議ございませんか。

「異議無し」の声あり

議 長 異議無 しと認 めます 。議案第２６号 農地法第５条の規定による許可申請

については、許可することに決定致します。（９時２０分）



議 長 次 に議案 第２７号 農業経 営基盤強化促進法に基づく農 用地利用集積計画

の承認についてを上程します。事務局より説明をお願いします。

伊藤 主事 そ れでは 議案第２ ７号農 業経営基盤強化促進法に基づ く農用地利用集積

計画 の承認 について 、内容 の説明を致します。今回につ きましては新規賃

貸借 権の設 定が３件 、再設 定の案件が８件、農地中間管 理事業案件が２件

となります。

整 理番号 １番、農 地の所 在は田沢湖〇〇地区、登記簿 現況共に田、田〇

〇筆 、合計 面積〇〇 ㎡、新 規賃貸借の案件となります。 賃貸人は角館町〇

〇地 区の相 続人代表 者〇〇 さん、賃借人は田沢湖〇〇地 区の〇〇さん、利

用目 的は田 、期間は 〇〇年 間、１０アール当たり〇〇円 、年額〇〇円とな

ります。

整 理番号 ２番、農 地の所 在は西木町〇〇地区、登記簿 現況共に田、田〇

〇筆 、合計 面積〇〇 ㎡、新 規賃貸借の案件となります。 賃貸人は西木町〇

〇地区の相続人代表者〇〇さん、賃借人は同じく〇〇地区の〇〇さんです。

利用 目的は 田、期間 は〇〇 年間、１０アール当たり〇〇 円、年額〇〇円と

なります。

整 理番号 ３番、農 地の所 在は西木町〇〇地区、登記簿 現況共に田、田〇

〇筆 、合計 面積〇〇 ㎡、新 規賃貸借の案件となります。 賃貸人は西木町〇

〇地 区の〇 〇さん、 賃借人 は同じく〇〇地区の〇〇さん です。利用目的は

田、 期間は 〇〇年間 、１０ アール当たり〇〇円、年額〇 〇円となります。

整 理番号 ４番から １１番 につきましては、再設定の案 件となります。内

容に つきま しては説 明を割 愛させて頂きますが、備考欄 に前回までの契約

内容 等記載 しており ますの で、ご確認ください。また整 理番号１２番、１

３番 につき ましては 、農地 中間管理事業による賃貸借案 件となっておりま

伊藤主 事 す 。こち らにつ きまし ては、〇〇地区 農地中間管理機構関連農地整備事業

に 関わり ます賃 貸借案 件となります。 先月の農用地利用調整会議にて承認

頂 きまし た案件 となり ますので、内容 の詳細については割愛させて頂きま

す。説明は以上となります。

議 長 説明が 終わり ました 。現地確認報告 をお願いします。整理番号１番につ

きましては、９番千葉委員よりお願いします。

９番千葉 《現地確認報告》

議 長 次に整理番号２番、３番につきましては、会長からの報告となりますが、

欠席により事務局よりお願いします。

伊藤主事 《現地確認報告》

議 長 次に整 理番号 １２番 及び１３番につ いては、６番小玉委員よりお願いし

ます。

６番小玉 《現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

「無し」の声あり

議 長 無いよ うです ので、 議案第２７号農 業経営基盤強化促進法に基づく農用

地 利用集 積計画 の承認 については、適 正と認めることにご異議ございませ

んか。

「異議無し」の声あり

議 長 異議無 しと認 めます 。議案第２７号 農業経営基盤強化促進法に基づく農

議 長 用地利用集積計画の承認については適正と認めることに決定します。

（９時３１分）

議 長 予定されていた議案が終了しました。次に、協議・連絡事項に入ります。



伊藤主事 《協議事項：農地中間管理事業法改正について》

嶋村局長 今後の日程について

８月７日（金）１５時３０分～

第９回農業委員会総会（西木温泉ふれあいプラザクリオン）

８月７日（金）１６時３０分～

農地パトロール（利用状況調査）推進会議

樫尾 補佐 《 令和２ 年度秋田 県農業 委員会大会における政策提案 の検討について》

《令和２年度仙北農業施策について（回答）》

議 長 協議・連絡事項やその他について、ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、以上 をもちまして令和２年８回仙 北市農業委員会総

会を閉会いたします。お疲れ様でした。（９時５７分）

上記のとおり会議の顛末を記載し、相違ないことを認め署名する。

令和２年７月３日

議 長

署 名 員 ３番

署 名 員 ４番


